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北海道 徳島 神奈川 長崎 宮崎 鳥取
H21.3 H24.12 H25.1 H25.3 H18.9 H21.7
－ － － － H24.3 H25.3
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

災害 ○ ○ ○ ○ ○
防災 ○ ○ ○ ○ ○
防災（災害）対策 － ○ ○ ○
防災関係機関 ○ ○ ○ ○
自主防災組織等 ○ ○ ○ ○ ○
災害時要援護者 ○ ○ ○ ○ ○
学校等 － ○
自助・共助・公助 ○ ○ ○ ○ ○
協働 ○ ○ ○ ○
減災 － ○ ○ ○
男女共同 － ○ ○ ○
要援護者 － ○ ○ ○
旅行者 － ○

道（県）民の責務 ○ 役割 ○ 役割 ○ ○
事業者の責務 ○ 役割 ○ 役割 ○ ○
学校等の役割 － 役割

協助 自主防災組織等の責務 ○ 役割 役割 役割
道（県）の責務 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市町村の責務 － 役割 役割 ○
市町村との連携 ○ ○ ○国も ○ ○

意識の高揚、知識の普及 ○ ○ ○ ○ ○
物資の備蓄 ○ ○ ○ ○ ○
建築物の安全確保 ○ ○ ○ ○
教訓伝承 － ○
物資の備蓄 ○ ○ ○ ○
防災訓練、知識の普及 ○ ○ ○ ○ ○ ○
建築物の安全確保 ○ ○ ○ ○
事業継続計画 － ○ ○ ○ ○ ○

学校等 防災教育、地域との連携 － ○ ○ ○
共助 自主防 物資の備蓄 ○ ○ ○ ○

基本理念 ○
防災教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○
防災訓練 ○ ○ ○ ○ ○ ○
事業者との協定 ○ ○ ○ ○ ○
要援護者 ○ ○ ○ ○ ○
調査研究 ○ ○
情報収集・伝達 ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設整備 ○ ○ ○ ○ ○
積雪寒冷期の防災対策 ○
孤立地区対策 ○ ○ ○ ○
財政上の措置 ○ ○ ○ ○ ○
帰宅困難者 － ○ ○ ○
事業継続計画 － ○ ○ ○ ○
仮設住宅確保 － ○ ○
医療救護体制の整備 － ○ ○ ○
物資の調達・輸送 － ○ ○ ○ ○
建築物の安全確保 － ○ ○ ○
津波対策 － ○ ○

市町村 市町村の施策 － ○ ○ ○
避難対策 ○ ○ ○ ○ ○
緊急車両の通行確保 － ○ ○
帰宅困難者対策 － ○
避難対策 ○ ○ ○ ○
帰宅困難者支援 － ○ ○

学校等 避難対策 － ○
自主防 避難対策 ○ ○ ○
ボランティア 支援活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○

体制の確立 － ○ ○ ○
帰宅困難者対策 － ○ ○

道（県）民 復旧・復興対策 － ○ ○ ○
復旧・復興対策 － ○ ○ ○
ライフラインの復旧 － ○ ○ ○

共助 自主防 復旧・復興対策 － ○
体制の確立 － ○ ○
計画の作成・実施 ○ ○ ○ ○ ○

－ ○ ○ ○ ○
－ ○ 月間 ○
○ ○
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